
ひ
ろ
ぎ
ん
経
済
研
究
所

1８
年
新
春
講
演
会
を
開
催

　
ひ
ろ
ぎ
ん
経
済
研
究
所
（
角
倉
博
志
理

事
長
）
は
２
０
１
８
年
１
月
１１
日
に
リ
ー

ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
広
島
、
１２
日
に
呉
森

沢
ホ
テ
ル
で
新
春
講
演
会
を
開
く
。
第
一

生
命
経
済
研
究
所
の
永
濱
利
廣
首
席
エ
コ

ノ
ミ
ス
ト
が
「
２
０
１
８
年　
日
本
経
済

の
展
望
」
を
テ
ー
マ
に
話
す
。

　
１
月
９
日
は
尾
道
商
工
会
議
所
で
三
菱

Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

の
鈴
木
明
彦
調
査
部
長
、
１０
日
は
福
山
ニ

ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
で
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ

モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
証
券
の
嶋
中
雄

二
参
与
・
景
気
循
環
研
究
所
長
が
講
演
す

る
。
１５
日
は
東
広
島
商
議
所
で
、
ひ
ろ
ぎ

ん
経
済
研
究
所
の
角
倉
理
事
長
、
１６
日
は

広
島
銀
行
三
原
支
店
で
岡
崎
裕
一
業
務
執

行
理
事
、
１７
日
は
三
次
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ

ル
、
１８
日
は
広
島
銀
行
府
中
支
店
で
河
野

晋
経
済
調
査
部
長
が
「
２
０
１
８
年
度
の

経
済
見
通
し
」
を
話
す
。
開
始
は
各
日
午

後
１
時
半
。
会
員
無
料
、
非
会
員
２
０
０

０
円
。電
０
８
２

２
４
７

４
８
７
３
。

い
で
し
た

ク
リ
ニ
ッ
ク
高
次
脳
機
能
デ
イ
ケ
ア　

開
設
１
周
年
記
念
セ
ミ

ナ
ー
、
相
談
会

　
医
療
法
人
社
団
い
で
し
た
内
科
・
神
経

内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
安
佐
北
区
口
田
、
井

手
下
久
登
理
事
長
）
は
、
１２
月
１０
日
午
後

１
時
か
ら
広
島
市
と
共
催
で
「
い
で
し
た

高
次
脳
機
能
デ
イ
ケ
ア
」
開
設
１
周
年
記

念
セ
ミ
ナ
ー
を
広
島
国
際
会
議
場
の
大
会

議
室
ダ
リ
ア
で
開
く
。
県
立
障
害
者
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
や
市
立
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
高

次
脳
機
能
障
害
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ひ
ろ
し

ま
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
が
後
援
。

　
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
高
次

脳
機
能
セ
ン
タ
ー
、
家
族
会
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
か
ら
「
高
次
脳
機
能
デ
イ
ケ
ア
に
期

待
す
る
」
こ
と
を
話
す
。
続
い
て
、
先
進

施
設
の
エ
ス
ポ
ア
ー
ル
出
雲
ク
リ
ニ
ッ
ク

の
土
江
啓
悦
氏
の
特
別
講
演
「
島
根
県
に

お
け
る
高
次
脳
機
能
障
害
の
地
域
支
援
に

つ
い
て
」
の
後
、
井
手
下
理
事
長
が
同
デ

イ
ケ
ア
開
設
１
年
の
現
状
と
今
後
に
つ
い

て
報
告
す
る
。
別
会
場
で
、
参
加
者
が
自

己
紹
介
す
る
出
会
い
の
場
や
家
族
相
談
会

な
ど
も
設
け
る
。　

　
高
次
脳
機
能
障
害
は
、
病
気
や
交
通
事

故
な
ど
で
脳
を
損
傷
し
、
日
常
生
活
に
戻

る
こ
と
が
困
難
に
な
る
が
、
見
た
目
に
は

分
か
り
に
く
く
、
周
囲
の
理
解
が
得
に
く

い
と
い
う
。
年
々
増
え
る
傾
向
に
あ
る
も

の
の
就
労
、
就
学
な
ど
社
会
復
帰
に
必
要

な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
不
足
が

背
景
に
あ
る
。

　
広
島
市
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
高
次
脳
機
能
障

害
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ひ
ろ
し
ま
に
委
託

し
、
２
０
１
１
年
度
か
ら
月
１
回
の
相
談

会
を
開
く
。
年
間
で
１
４
０
〜
１
５
０
人

の
相
談
を
受
け
て
い
る
が
、
今
回
の
セ
ミ

ナ
ー
を
き
っ
か
け
に
、
開
催
回
数
や
会
場

の
拡
充
な
ど
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
し

て
い
る
。

ゆとりある老後の生活のために：小規模企業共済
（独）中小企業基盤整備機構中国本部　共済部　杉田　勝彦
　小規模企業共済は、小規模企業経営者の現役引退後の生活資金リスクに備えるため
に、国が用意した共済制度である。現役引退時などに、掛金と加入期間、共済事由に
応じて法律に基づく共済金等を受け取ることができる。サラリーマンなどは加入でき
ない経営者のための制度だ。掛金は全額所得控除の対象となるため、大きな節税効果
がある。ご一読の上、ご自身はもちろん、お取引先やお客さまへの実りのある情報と
してお役立てください。

年金だけで「ゆとりある老後生活」は可能か？
　（公財）生命保険文化センターの２０１６年度「生活保障に関する調査」によると、夫婦
２人で老後生活を送る上で必要と考えられる最低日常生活費の平均額は月額で２２. ０
万円、ゆとりある老後生活費を上乗せすると月額平均３４. ９万円となっている。〝ゆと
りある生活〟の使途は、「旅行やレジャー」がもっとも高く、以下、「身内とのつきあ
い」、「趣味や教養」と続く。一般的に自営業の方は、老後の生活資金として国民年金
の老齢基礎部分がある。２０歳から６０歳まで保険料を満額払い込んでも、６５歳から受け
取る老齢基礎年金額は、月額にすると約６万４０００円（２０１４年４月からの年金額は満額
で７７万２８００円）で、当然に賄えない。サラリーマンには厚生年金があるが、自営業の
方は加入できないため、公的年金の補完的商品として、小規模企業共済のご活用をお
勧めしている。

選択肢のひとつとして〜加入のメリット〜
　小規模企業共済は、掛金月額を１０００円から７万円まで５００円きざみで自由に設定し、
状況に応じて増減額することができる。脱退時の受取額は、掛金月額、掛金納付期間、
共済金請求（脱退）事由によって異なる。例えば月額３万円を１５年間納付し、個人事
業を廃業した場合、１０年分割受取を選ぶと２ヵ月ごとに約１０. ６万円（税引き前）受け
取ることができる。また、公的年金や確定拠出年金と異なり、６０歳を過ぎていても現
役である限り加入できるというメリットも見逃せない。一定の資格要件を満たせば、
納付した掛金の範囲内で無担保・無保証人の貸付制度もある。
　元気な小規模経営者（商工サービス業、農林水産業等）の皆さま、人生１００年時代を
見据えて、これから先の長いライフプランの充実のため、今すぐご検討ください。
　最後にひとつ、「小規模企業共済制度」とかけまして、「葉書」と説きます。その心
は？　どちらも、「頼り」、になります。お後がよろしいようで！
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